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2026 年 1 月 30 日 

 

名古屋市瑞穂区須田町 2 番 56 号 

日本ガイシ株式会社 

代表取締役社長 小林 茂 

 

山口県美祢市大嶺町東分字岩倉 2701 番 1 

NGK エレクトロデバイス株式会社 

代表取締役社長 冨山 裕 

  

吸収分割に関する事前開示書面 

 

日本ガイシ株式会社（以下「吸収分割承継会社」といいます。）及び NGK エレクトロデバイス株

式会社（以下「吸収分割会社」といいます。）は、それぞれの取締役会決議を経て、2026 年 4 月 1

日を効力発生日として、吸収分割（以下「本吸収分割」といいます。）を行うことを決定し、2026 年

1 月 29 日付で、両者の間で吸収分割契約（以下「本吸収分割契約」といいます。）を締結しました。 

本吸収分割に関し、会社法第 794 条第 1 項及び会社法施行規則第 192 条並びに会社法第 782 条第

1 項及び会社法施行規則第 183 条により開示すべき事項は、以下のとおりです。 

 

1. 本吸収分割契約の内容 

別紙 1 のとおりです。 

 

2. 分割対価の相当性に関する事項 

吸収分割会社は吸収分割承継会社の完全子会社であることから、本吸収分割に際しては、株式、

金銭その他の対価の交付を行わず、また、本吸収分割により吸収分割承継会社の資本金及び資

本準備金は増加しません。 

 

3. 吸収分割会社の新株予約権の定めの相当性に関する事項 

該当事項はありません。 

 

4. 計算書類に関する事項 

(1) 吸収分割承継会社についての次に掲げる事項 

(ア) 最終事業年度に係る計算書類等の内容 

吸収分割承継会社は、有価証券報告書及び半期報告書を関東財務局に提出しておりま

す。最終事業年度に係る計算書類等については、金融商品取引法に基づく有価証券報

告書等の開示書類に関する電子開示システム（EDINET）よりご覧いただけます。 

(イ) 最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等の内容 
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該当事項はありません。 

(ウ) 最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財

産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

該当事項はありません。 

     （NAS®電池の製造及び販売活動の終了） 

     吸収分割承継会社は、2025 年 10 月 31 日開催の取締役会において、エナジーストレー

ジ事業として展開する NAS®電池の製造・販売活動を終了し、新規受注の獲得を行わな

い方針を決定いたしました。本件の詳細につきましては、2025 年 10 月 31 日付で公表

した「NAS 電池の製造及び販売活動終了に関するお知らせ」もご参照下さい。 

     

(2) 吸収分割会社についての次に掲げる事項 

(ア) 最終事業年度に係る計算書類等の内容 

別紙 2 のとおりです。 

(イ) 最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等の内容 

該当事項はありません。 

(ウ) 最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財

産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

・吸収分割会社は、株主総会による承認を条件として、2026 年 3 月 30 日を効力発生

日として、資本金の額を 34 億 5,000 万円、資本準備金の額を 27 億 7,400 万円それぞ

れ減少することを取締役会において決定しました。 

・吸収分割会社は、2026 年 1 月 29 日付で、エヌジーケイ・セラミックデバイス株式

会社との間で、エヌジーケイ・セラミックデバイス株式会社を存続会社、吸収分割会

社を消滅会社とし、2026 年 4 月 1 日を効力発生日とする吸収合併（以下「本吸収合

併」といいます。）を行うことにつき、吸収合併契約を締結しました。なお、本吸収

合併の効力発生は本吸収分割の効力発生を条件としております。  

 

5. 本吸収分割が効力を生ずる日以後における吸収分割承継会社の債務及び吸収分割会社の債務

の履行の見込みに関する事項 

本吸収分割の効力発生日以後の吸収分割承継会社及び吸収分割会社の資産の額は、負債の額

を十分に上回ることが見込まれます。また、本吸収分割の効力発生日以後の両社の収益状況及

びキャッシュ・フローの状況について、両社の債務の履行に支障を及ぼすような事態は、現在

のところ予測されておりません。したがいまして、本吸収分割の効力発生日以後における両社

の債務について履行の見込みがあると判断いたします。 

 

6. 備置開始後の変更に関する事項  

事前開示開始日後に以上に掲げる事項に変更が生じた場合には、変更後の当該事項を直ちに

開示いたします。 

以上 



   

 

 

別紙 1 本吸収分割契約 

 

（次頁以降に添付） 



吸収分割契約書  

 

NGK エレクトロデバイス株式会社（以下「甲」という）及び日本碍子株式会社（以下「乙」と

いう）は、甲の事業に関する権利義務の一部を乙に承継させる吸収分割（以下「本吸収分割」

という）に関し、次のとおり吸収分割契約（以下「本契約」という）を締結する。 

 

第1条 （吸収分割） 

 甲は、吸収分割の方法により、甲の営業機能にかかる事業（以下「本件事業」という）に関

して甲が有する第 4 条に定める権利義務を乙に承継させ、乙は、これを承継する。 

 

第2条 （商号及び住所） 

 本吸収分割にかかる甲及び乙の商号及び住所は、次のとおりである。 

① 甲 商号：NGK エレクトロデバイス株式会社 

    住所：山口県美祢市大嶺町東分字岩倉 2701 番 1 

② 乙 商号：日本碍子株式会社 

    住所：愛知県瑞穂区須田町 2 番 56 号 

 

第3条 （効力発生日） 

 本吸収分割がその効力を生ずる日（以下「効力発生日」という）は、令和 8 年４月１日と

する。ただし、必要に応じて、甲及び乙が協議の上、これを変更することができる。 

 

第4条 （承継する権利義務等） 

1. 乙は、本吸収分割により、甲から別紙１及び２に掲げる資産、負債、雇用契約その他の権

利義務を承継する。 

2. 本吸収分割による甲から乙への債務及び義務の承継は、免責的債務引受の方法による。 

3. 乙は、本吸収分割の効力発生後に本条第 1 項に基づき甲から乙に承継された債務以外

の甲の債務（会社法第 759 条第 3 項に基づく請求による債務を含む）について履行そ

の他の負担をしたときは、甲に対して、その負担の全額の求償をすることができる。 

 

第5条 （吸収分割に際して交付する株式の数及び割当て） 

 乙は、甲の発行済株式の全部を所有しているため、本吸収分割に際して、甲に対し、一切の

対価を交付しない。 

 

第6条 （乙の資本金及び準備金に関する事項） 

 本吸収分割により、乙の資本金及び準備金の額はいずれも増加しない。 



第7条 （株主総会の決議） 

 本吸収分割は、それぞれ会社法第 784 条第 1 項に定める略式分割手続及び会社法第 796 条

第 2 項に定める簡易分割手続により、甲及び乙において本契約に関する株主総会の承認を

得ることなく行うものとする。 

 

第8条 （会社財産の管理） 

 甲及び乙は、本契約の締結日から効力発生日までの間、それぞれ善良な管理者の注意をもっ

て業務を執行し、資産及び負債を管理するものとし、その財産及び権利義務に重大な影響を

及ぼす行為をするときは、事前に相手方の同意を得なければならない。 

  

第9条 （競業避止義務） 

 甲は、本吸収分割にかかわらず、効力発生日後においても、本件事業に関し、法令によるか

否かを問わず、一切競業避止義務を負わないものとする。 

 

第10条 （本契約の変更及び解除） 

 本契約締結後効力発生日までの間、天災地変その他の事由により、甲又は乙の資産状態若し

くは経営状態に重要な変更が生じたとき又は本契約の目的の達成が困難になったときは、甲

及び乙が協議の上、本吸収分割の条件その他本契約の内容を変更し、又は本契約を解除する

ことができる。 

 

第11条 （本契約の効力） 

 本契約は、効力発生日の前日までに法令の定める関係官庁の承認が得られないときは、その

効力を失う。 

 

第12条 （協議） 

 本契約に定めるもののほか、本吸収分割に必要な事項は、本契約の趣旨に従い、甲及び乙が

協議の上、これを定める。 

 

本契約の成立を証するため本書 2 通を作成し、各自記名押印の上、各 1 通を保有する。 

令和 年 月 日 

甲 山口県美祢市大嶺町東分字岩倉 2701 番 1 

NGK エレクトロデバイス株式会社 

 代表取締役社長 冨山 裕 

乙 愛知県名古屋市瑞穂区須田町 2 番 56 号 

日本碍子株式会社 

   代表取締役社長 小林 茂 



別紙１ 

承継対象権利義務明細表 

 

本件吸収分割により乙が甲から承継する権利義務は、効力発生日において甲に属する次に記載

する資産、負債、契約その他の権利義務とする。 

なお、承継する権利義務のうち資産及び負債については、2025 年 3 月 31 日現在の貸借対照表

その他同日現在の計算書類を計算の基礎として、これに効力発生前日までの増減を加除したう

えで確定する。 

 

1. 資産及び負債 

(1) 効力発生日において製品製造及び、本件事業の用に供される一切の設備・装置・器具・

備品等 

(2) 土地、建物等の一切の不動産 

(3) 甲の固定資産のうち、ネットワークインフラを構成する機器類及び業務遂行に関するシ

ステム（生産管理システム及びそれに付随するシステムを含むがこれに限らない） 

(4) 効力発生日における甲の顧客との間に生じた売掛金及び未収入金などの債権並びに未払

金などの債務 

(5) 下記 3.(2)に従い本件吸収分割に伴い甲から乙に承継される従業員に対する賞与及びその

社会保険料に係る未払費用並びに退職給付に係る引当金 

(6) 甲の子会社である NGK GLOBETRONICS TECHNOLOGY SDN.BHD. と NGK 

ELECTRONICS DEVICES(M) SDN.BHD.に対して甲が有する株式 

(7) その他、甲及び乙が承継に同意したもの 

2. 承継する知的財産 

甲が有する特許権、製造技術、ノウハウ、研究開発の成果、顧客情報等営業上の秘密その

他甲及び乙が同意する情報及び一切の知的財産権 

3. 承継する契約関係 

(1) 甲を当事者として締結された乙を除く甲の顧客に関連する一切の契約上の甲の地位及び

権利義務 

(2) 効力発生日において本件事業に主として従事する従業員との間の雇用契約上の地位及び

当該雇用契約に基づき発生する一切の権利義務。ただし、効力発生日時点で既に発生し

ている給与、出張旅費、その他当該雇用契約上の債務を除く。 

(3) 本別紙 1.(3)記載の承継資産にかかる契約上の甲の地位及び権利義務 

(4) 別紙２に記載の賃貸借契約上の甲の地位及び権利義務 

(5) その他、甲及び乙が承継に同意したもの 



4. NGK GLOBETRONICS TECHNOLOGY SDN.BHD. と NGK ELECTRONICS 

DEVICES(M) SDN.BHD.に対して甲が有する一切の権利義務 

5. 前各項の記載にかかわらず、次に掲げるものは乙に承継しないものとする。 

(1) 4.記載の権利義務のうち、甲製品の製造委託に関する権利義務 

以上 

  



別紙２ 

甲から乙へ承継する賃貸借契約は以下の通りとする。 

地番 契約書名 契約日 

（契約書記載のま

ま） 

兵庫県尼崎市東向島東之町１番地 事業用定期借地権設定契約書 2015 年 9 月 28 日 

兵庫県尼崎市東向島西之町１番地 土地建物賃貸借契約書 2020 年 4 月 1日 

東京都千代田区神田神保町２－４太

平電業第２ビル７階 

貸室賃貸借契約書 平成 24年 5 月 30 日 

美祢市大嶺町東分字岩倉 2704-2、

2704-4 

不動産賃貸借契約書 平成 10年 11 月 1 日 

山口県美祢市大嶺町東分字岩倉 2706

番地の 1 

不動産賃貸借契約書 平成 16年 3 月 31 日 

 

以上 

 



別紙 2 吸収分割会社の最終事業年度に係る計算書類等 

 

（次頁以降に添付） 

 


































